
　対策：ファイル交換ソフトを使用しないこと。

・ログインしたままPCから離れること等による漏洩

　対策：パスワードによるPCへのログインを制

限し、PCのオートロックを設定する。

・メールの送受信による漏洩

　　対策：重要なデータは暗号化して送信すること。

・公衆PCの業務利用による漏洩

　　対策：公衆 PC で業務データを一切扱わないこと。

・PCや記録媒体の廃棄による漏洩

　　対策：ハードディスク消去ツールで完全消去す

ること。

・認証情報（SSO-KID、IC職員証・学生証、パスワー

ド、等）の紛失

　　対策：情報統括本部情報管理室への通報、緊急

時は九大CSIRTへ通報する。

○利用者が注意するべきこと
　自分が加害者となりインシデントを起こすと､ 貴

重な勉強や研究のための莫大な時間がその処理に費

やされたり､ 精神的な苦痛を受けることになります。

これらのコンピュータネットワークの不適切な利用

によるインシデントを発生させないよう､ 大学はも

ちろん､ 家庭でも注意してください。

＊他人に自分のIDを貸さない
　学外の友人等に学内ネットワークや､ 自身の全学

共通ID（SSO-KID､ 学生ID）で認証したパソコンや

スマートフォンなどを利用させないように注意して

ください。パソコンを借りた友人が情報インシデン

トを発生させた場合､ 貸した側にも責任が問われま

す。

＊SNSや掲示板への不適切な書き込みをしない
　Twitter、FacebookやLINE などのSNSや､ Web掲

示板への不適切あるいは過度な書き込みにご留意く

ださい｡ SNSの匿名性に乗じて普段はしないような

発言を行った結果､ その反動で大学に問い合わせを

されたり、自身のプライバシーが不特定多数に公開

されたりする事例もあります。なお､ インターネッ

ト上での匿名の書き込みも調査すれば､ その発言者

を特定できます。

　　　　　　　

○情報セキュリティ対策に関する学習及び自己点検
＊情報セキュリティ対策に関する学習
　情報セキュリティに対する知識・意識の向上を目

的に、全教職員を対象に、e-ラーニングによる学習

を受講していただきます。

＊情報セキュリティ対策の自己点検
　情報セキュリティポリシー等でユーザとして取り

組むことになっている基本的な情報セキュリティ対

策について、Webのアンケート形式で全教職員に自

己点検していただきます。

 ★もっと詳しく知るには
・情報統括本部発行の小冊子（電子版）

「情報セキュリティ安全対策　あなたの情報は狙

われている（個人マニュアル）」

「情報セキュリティガイド（Information Security 

Guide）」

・情報統括本部Webサイト

http://iii.kyushu-u.ac.jp

 ◆問合せ先
・情報統括本部  九大CSIRT 

　セキュリティ事故一般に関して

E-mail：sec-incident@iii.kyushu-u.ac.jp

　不審メールに関して

E-mail：sec-info@iii.kyushu-u.ac.jp

　情報システム部情報企画課企画・広報担当

　Tel: 092-802-2617

　　  内線:90-2617

　情報システム部情報基盤課ネットワーク担当

　Tel: 092-802-2685

　　  内線:90-2685

に意識を向けましょう。

【漏洩インシデント及び対策の例】

・PC及び可搬型メモリの紛失・盗難による漏洩

　対策：ファイル・フォルダ、ボリューム、ハー

ドディスクの暗号化、プロセルフディスクの活用。

・PCのウイルス感染、不正アクセス等による漏洩

　対策：ウイルス対策ソフトの使用、最新アップ

デートを適用する。

・ファイル交換ソフトによる漏洩

低下させるおそれがあります。日頃の情報漏洩対策

　職員の勤務時間は、「一般的な勤務時間」、「1月

単位の変形労働時間制」及び「専門業務型裁量労働

制」に区分されます。

○一般的な勤務時間
　8時30分から17時15分までです。

　（休憩時間12：00 ～ 13：00）

業門専ちうの）員職約契期有（員究研術学：象対＊

務型裁量労働制が適用されない者につい

ては、一般的な勤務時間が適用されます。

○1月単位の変形労働時間制
　1月単位の変形労働時間制とは、1月以内の一定

期間を平均して1週間の勤務時間が38時間45分を

超えない範囲内において、特定の週に38時間45分

を超えて、又は特定の日に7時間45分を超えて勤務

させるものです。

教いなれさ用適が制働労量裁型務業門専：象対＊

員については、1月単位の変形労働時間

制が適用されます。

○専門業務型裁量労働制
　専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上その遂

行手段及び時間配分を職員の裁量に委ねるものです。

所定労働日に勤務した場合には、実際の勤務時間に

かかわらず所定の時間勤務したものとみなします。

　専門業務型裁量労働制の適用により、各教員の研

究上の都合等に応じて、研究室に出てくる時間や退

出する時間を決めることができます。

　なお、専門業務型裁量労働制を適用する者（以下

「裁量労働制適用職員」という。）については、健康・

福祉確保措置を講ずることとなっていることから、

毎月の勤務時間及び健康状況を報告していただきます。

　＊対象：

次の者に専門業務型裁量労働制が適用されます。

務勤の週1が間時業授（務業の究研てしと主①

時間の概ね5割に満たないもの）に従事する

教授、准教授及び講師

め認が等長局部とるす事従に務業の究研ら専②

る助教、准助教及び教務助手

員職約契期有（員究研術学るめ認が等長局部③

に限る。）

※ 患者との関係のために、一定の時間帯を設定して

行う診療の業務に従事する者については、原則と

して適用されません。

○その他
＊時間外勤務及び休日勤務
　所定の勤務時間を超えて勤務を命じられた場合及

び休日に勤務を命じられた場合は、その従事した時

間に対して割増賃金が支払われます。

＊休日の振替
　業務上の都合により休日と定められた日に勤務を

命じる場合は、次のとおり休日を振り替えます。

①休日の振替を行う場合は、可能な限り職員の意

向に沿うものとし、職員相互の調整を図りなが

ら実施します｡（振り替えるべき日は、勤務を

命じられた日にできる限り近接している日が望

ましい｡）

②休日の振替手続きは、所定の様式（休日の振替

簿）により、あらかじめ行うものとし、勤務を

命じる休日を含む1か月以内の範囲（原則とし

て暦月単位）において振替を行うものとします。

ただし、同一週内（土曜日から翌週の金曜日ま

で）においても振替可能です。

③業務上やむを得ない場合は、振り替えられた休

日を他の勤務日（当初の振替範囲内）に再振替で

きるものとします。

④裁量労働制適用職員についても、同様の取り扱

いとします。

⑤休日の振替は、勤務を命じる休日における勤務

時間（休憩時間を除く）が4時間（勤務時間が4

時間未満の職員にあっては、当該勤務時間）以

上となる場合について行うものとします。なお、

裁量労働制適用職員については、勤務した時間

数にかかわらず1日を振り替えることになります。

⑥休日を含む期間に出張を命じられた場合で、当
該休日に用務がないとき（移動のみの場合等）
は、振替を行いません。

勤務時間

勤務時間・休暇等

＊専門業務型裁量労働制の苦情処理等窓口
　労働条件等に関する苦情処理、不服訴えは、次

のところで受付けています。

　人事部職員課

　　℡ 092-802-2260　（内線90-2260）

勤
務
時
間
・
休
暇
等
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・国立大学法人九州大学職員の勤務時間、休暇等に

関する規程

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/rule/rulebook/

＊労使協定

　（ 時間外及び休日労働に関する協定書、専門業務

型裁量労働制に関する協定書、専門業務型裁量

労働制に関する覚書等）

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/jinji-

ka/rousi-kyoutei/

 ◆問合せ先
＊所属する部局の人事担当係

　

休暇等

　職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別

休暇及びリフレッシュ休暇があり、それぞれ就業規

則で定めています。

　この他にも、勤務を要しないことの承認及び女性

職員の保護措置について定めています。

○年次有給休暇
　①1年（1月1日から12月31日まで）につき20日

　　 が数日たじ応に間期職在の年該当は者用採途中の年 ※

付与されます。

　②取得単位は、1日、半日及び時間です。

　　 。すまりなにみの位単日1、は員職用適制働労量裁 ※

、てしと度限を数日たれさ与付にた新に年該当 ③　

残日数を翌年に限り繰り越すことができます。

○病気休暇
　療養のため勤務しないことがやむを得ないと認め

られる必要最小限度の期間において取得することが

できます。
※有期契約職員は、1事業年度に10日を限度として取得

することができます。（年次有給休暇以外の無給の休暇）
※パートタイム職員には適用がありません。
※1週間を超える病気休暇を取得しようとする場合は、医

師の証明書の提出が必要です。

※私傷病の病気休暇の場合、90日を超えて引き続き勤務
しないときは、基本給を半減します。

○特別休暇
　次の各事由に該当する場合に特別休暇（※1）を取

得することができます。

事　　　　　　　由 休暇の期間
選挙権その他公民としての権利を行使する場合（被選挙権行使を除く。） 必要と認められる期間
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会
その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提
供希望者として登録の申出を行い、又は骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植
のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄若しくは末梢血幹細胞
を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合

必要と認められる期間

自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動（専ら親族に対する支
援となる活動を除く。）を行う場合（※2）

１暦年において5日の範囲内の期間

結婚する場合（※2） 連続する5日の範囲内の期間
生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認めら
れる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）が出産す
る場合（※2）

2日の範囲内の期間

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のため
勤務しないことを申し出た場合

対象となる子が1人の場合は1暦年に
おいて5日、2人以上の場合は1暦年
において10日の範囲内の期間

親族が死亡した場合 親族に応じた連続する日数の範囲内の
期間

父母の追悼のための特別な行事（父母の死亡後15年以内に行われるものに限
る。）を行う場合（※2）

1日の範囲内の期間

夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実
のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1暦年の7月から9月（病院に所属する
職員（病院長が必要と認める者に限
る。）にあっては、6月から12月）までの
期間内における、休日を除いて原則とし
て連続する3日の範囲内の期間（※3）

【特別休暇】

 ★もっと詳しく知るには
・ 則通業就学大州九人法学大立国

○リフレッシュ休暇
　勤続期間が20年又は30年に達する場合には、当

該事業年度内に休日を除いて原則として連続する5

日の範囲内で取得することができます。

○勤務を要しないことの承認
　次の各事由のいずれかに該当し、あらかじめ承認

を受けた場合は、必要と認められる期間勤務をする

ことを要しません。

①勤務時間内に組合交渉に参加する場合

②妊産婦である女性職員が、保健指導又は健康診

査を受ける場合

③妊産婦である職員の業務が母体又は胎児の健康

保持に影響があると認められる場合の通勤緩

和、休憩等

④勤務時間内に総合的な健康診査（人間ドック等）

を受ける場合

○女性職員の保護措置
    女性職員の保護措置について必要な事項を、次の

とおり定めています。

 

○休暇等の取得手続き
　休暇等を取得しようとする場合は、あらかじめ休

暇簿など所定の様式により届け出る必要があります。

　手続きの詳細については、所属する部局の人事担

当係にお問い合わせください。

 ★もっと詳しく知るには
・国立大学法人九州大学就業通則

・国立大学法人九州大学職員の勤務時間、休暇等

に関する規程

・国立大学法人九州大学女性職員の保護措置に関

する規程

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/rule/rulebook/

 ◆問合せ先
＊所属する部局の人事担当係

事　　　　　　　由 休暇の期間
地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した
場合（※2）

7日の範囲内の期間

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが
著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間
※有期契約職員・パートタイム職員は
連続する3日の範囲内の期間

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の
危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

妻が出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合は14週間）前の日から出産の日後
8週間を経過する日までの期間にある職員が、当該出産に係る子又は小学校
就学の始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する場合

当該期間内における5日の範囲内の期
間

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわた
り常時介護を必要とする状態にある配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父
母、兄弟姉妹又は孫の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受ける
ために必要な手続の代行その他の必要な世話のため勤務しないことを申し出
た場合

対象家族が1人の場合は1暦年におい
て5日、2人以上の場合は1暦年にお
いて10日の範囲内の期間

※1　有期契約職員・パートタイム職員は、「年次有給休暇以外の休暇」
※2　有期契約職員・パートタイム職員には適用がありません。
※3　1週間の勤務日が5日未満の場合は、本学が指定する期間

事　　項 内　　　　　　容
産前休業 6週間以内に出産する予定の職員が請

求した場合は、出産の日までの請求し
た期間休業させる

産後休業 出産した職員を、出産の日の翌日から
8週間休業させる

妊産婦職員
の休業

妊産婦職員の業務が当該職員又は胎児
の健康保持に影響があると認められる
場合において、当該職員が医師の指導
に基づき休業を請求したときは、必要
と認められる期間休業させる

業務転換 妊娠中の職員が請求した場合は、当該
職員が現在就いている業務から他の軽
易な業務に転換させる

勤務制限 妊産婦職員が請求した場合は所定の勤
務時間以外の勤務、休日勤務及び深夜
勤務に従事させない

生理休暇 生理日の就業が著しく困難な職員が請
求した場合は、必要最小限度の期間休
暇を与える
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・国立大学法人九州大学職員の勤務時間、休暇等に

関する規程

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/rule/rulebook/

＊労使協定

　（ 時間外及び休日労働に関する協定書、専門業務

型裁量労働制に関する協定書、専門業務型裁量

労働制に関する覚書等）

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/jinji-

ka/rousi-kyoutei/

 ◆問合せ先
＊所属する部局の人事担当係

　

休暇等

　職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別

休暇及びリフレッシュ休暇があり、それぞれ就業規

則で定めています。

　この他にも、勤務を要しないことの承認及び女性

職員の保護措置について定めています。

○年次有給休暇
　①1年（1月1日から12月31日まで）につき20日

　　 が数日たじ応に間期職在の年該当は者用採途中の年 ※

付与されます。

　②取得単位は、1日、半日及び時間です。

　　 。すまりなにみの位単日1、は員職用適制働労量裁 ※

、てしと度限を数日たれさ与付にた新に年該当 ③　

残日数を翌年に限り繰り越すことができます。

○病気休暇
　療養のため勤務しないことがやむを得ないと認め

られる必要最小限度の期間において取得することが

できます。
※有期契約職員は、1事業年度に10日を限度として取得

することができます。（年次有給休暇以外の無給の休暇）
※パートタイム職員には適用がありません。
※1週間を超える病気休暇を取得しようとする場合は、医

師の証明書の提出が必要です。

※私傷病の病気休暇の場合、90日を超えて引き続き勤務
しないときは、基本給を半減します。

○特別休暇
　次の各事由に該当する場合に特別休暇（※1）を取

得することができます。

事　　　　　　　由 休暇の期間
選挙権その他公民としての権利を行使する場合（被選挙権行使を除く。） 必要と認められる期間
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会
その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提
供希望者として登録の申出を行い、又は骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植
のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄若しくは末梢血幹細胞
を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合

必要と認められる期間

自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動（専ら親族に対する支
援となる活動を除く。）を行う場合（※2）

１暦年において5日の範囲内の期間

結婚する場合（※2） 連続する5日の範囲内の期間
生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認めら
れる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）が出産す
る場合（※2）

2日の範囲内の期間

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のため
勤務しないことを申し出た場合

対象となる子が1人の場合は1暦年に
おいて5日、2人以上の場合は1暦年
において10日の範囲内の期間

親族が死亡した場合 親族に応じた連続する日数の範囲内の
期間

父母の追悼のための特別な行事（父母の死亡後15年以内に行われるものに限
る。）を行う場合（※2）

1日の範囲内の期間

夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実
のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1暦年の7月から9月（病院に所属する
職員（病院長が必要と認める者に限
る。）にあっては、6月から12月）までの
期間内における、休日を除いて原則とし
て連続する3日の範囲内の期間（※3）

【特別休暇】

 ★もっと詳しく知るには
・ 則通業就学大州九人法学大立国

○リフレッシュ休暇
　勤続期間が20年又は30年に達する場合には、当

該事業年度内に休日を除いて原則として連続する5

日の範囲内で取得することができます。

○勤務を要しないことの承認
　次の各事由のいずれかに該当し、あらかじめ承認

を受けた場合は、必要と認められる期間勤務をする

ことを要しません。

①勤務時間内に組合交渉に参加する場合

②妊産婦である女性職員が、保健指導又は健康診

査を受ける場合

③妊産婦である職員の業務が母体又は胎児の健康

保持に影響があると認められる場合の通勤緩

和、休憩等

④勤務時間内に総合的な健康診査（人間ドック等）

を受ける場合

○女性職員の保護措置
    女性職員の保護措置について必要な事項を、次の

とおり定めています。

 

○休暇等の取得手続き
　休暇等を取得しようとする場合は、あらかじめ休

暇簿など所定の様式により届け出る必要があります。

　手続きの詳細については、所属する部局の人事担

当係にお問い合わせください。

 ★もっと詳しく知るには
・国立大学法人九州大学就業通則

・国立大学法人九州大学職員の勤務時間、休暇等

に関する規程

・国立大学法人九州大学女性職員の保護措置に関

する規程

http://www.kyushu-u.ac. jp/ja/university/

information/rule/rulebook/

 ◆問合せ先
＊所属する部局の人事担当係

事　　　　　　　由 休暇の期間
地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した
場合（※2）

7日の範囲内の期間

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが
著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間
※有期契約職員・パートタイム職員は
連続する3日の範囲内の期間

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の
危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

妻が出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合は14週間）前の日から出産の日後
8週間を経過する日までの期間にある職員が、当該出産に係る子又は小学校
就学の始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する場合

当該期間内における5日の範囲内の期
間

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわた
り常時介護を必要とする状態にある配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父
母、兄弟姉妹又は孫の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受ける
ために必要な手続の代行その他の必要な世話のため勤務しないことを申し出
た場合

対象家族が1人の場合は1暦年におい
て5日、2人以上の場合は1暦年にお
いて10日の範囲内の期間

※1　有期契約職員・パートタイム職員は、「年次有給休暇以外の休暇」
※2　有期契約職員・パートタイム職員には適用がありません。
※3　1週間の勤務日が5日未満の場合は、本学が指定する期間

事　　項 内　　　　　　容
産前休業 6週間以内に出産する予定の職員が請

求した場合は、出産の日までの請求し
た期間休業させる

産後休業 出産した職員を、出産の日の翌日から
8週間休業させる

妊産婦職員
の休業

妊産婦職員の業務が当該職員又は胎児
の健康保持に影響があると認められる
場合において、当該職員が医師の指導
に基づき休業を請求したときは、必要
と認められる期間休業させる

業務転換 妊娠中の職員が請求した場合は、当該
職員が現在就いている業務から他の軽
易な業務に転換させる

勤務制限 妊産婦職員が請求した場合は所定の勤
務時間以外の勤務、休日勤務及び深夜
勤務に従事させない

生理休暇 生理日の就業が著しく困難な職員が請
求した場合は、必要最小限度の期間休
暇を与える

勤
務
時
間
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育児休業・介護休業

　職員は、子を養育するために育児休業を申し出る

ことができます。

　また、職員の家族で、負傷、疾病等により介護を

要する者がいる場合は、介護休業を申し出ることが

できます。

○育児休業
（１）子を養育するため、一定の要件を満たした場

合、申出により子が3歳に達するまでの期間休業

することができます。

（２）労使協定によって、次の職員が育児休業の取得

対象者から除外されます。

　①試用期間中の職員

②育児休業の申出の日から1年以内（有期教員等

において、子の1歳の誕生日から1歳6月に達

するまで及び1歳6か月の誕生日から2歳に達

するまで育児休業を申し出る場合については6

月以内）に退職することが明らかな職員

③1週間の勤務日数が2日以下の職員

（３）育児休業をすることを希望する職員は、原則と

して育児休業を開始しようとする日の1月前（有

期教員等において、子の1歳の誕生日から1歳6

月に達するまで及び子の1歳6か月の誕生日から

2歳に達するまで育児休業を申し出る場合につい

ては2週間前）までに本学所定の様式で申出をす

ることが必要です。

（４）育児休業の申出は、特別な事情がない限り、一

子につき1回（子の出生の日から起算して8週間を

経過する日の翌日までの期間内にした最初の育児

休業を除く）限りです。

（５）育児休業期間中の給与は、無給です。

○介護休業
（１）負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害に

より、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要

とする状態にある一定の範囲の家族等を介護する

ため、一定の要件を満たした場合、申出により、

原則として通算6月（有期教員等の場合は93日）

の範囲内で職員が申し出た期間休業することがで

きます。

（２）労使協定によって、次の職員が介護休業の取得

対象者から除外されます。

　①試用期間中の職員

②介護休業の申出の日から93日以内に退職する

ことが明らかな職員

　③1週間の勤務日数が2日以下の職員

（３）介護休業をすることを希望する職員は、原則と

して介護休業開始予定日の2週間前までに、本学

所定の様式で申出をすることが必要です。

（４）介護休業期間中の給与は、無給です。

○その他
＊育児のための部分休業

　子が小学校就学の始期に達するまで、一定の要

件を満たした場合、申出により1日の勤務時間の

一部について勤務しないことができます。部分休

業は、1日の勤務時間の始め又は終りにおいて、1

日を通じて2時間を超えない範囲内で、職員の託

児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間に

、しだた（。すまきで得取てしと位単を分03、ていつ

勤務時間、休暇等規程第19条第6号に規定する保

育時間を承認されている職員については、2時間

から保育時間を減じた時間となります。）なお、1

日の勤務時間が6時間以下の日については申し出

ることができません。

＊介護のための部分休業
　対象家族を介護するために、一定の要件を満た

した場合、申出により連続する3年（有期教員等

の場合は93日）の範囲内で1日の勤務時間の一部

について勤務しないことができます。部分休業は、

1日の勤務時間の始め又は終りにおいて、連続した

4時間の範囲内で、介護のために必要とされる時

間について、1時間を単位として取得できます。

なお、1日の勤務時間が6時間以下の日については

申し出ることができません。

＊育児のための部分休業及び介護のための部分休業

ともに、勤務しない1時間につき、勤務1時間当

たりの給与額を減額して給与が支給されます。

 ★もっと詳しく知るには
・国立大学法人九州大学就業通則

・国立大学法人九州大学職員育児・介護休業規程

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/

rule/rulebook/

＊制度の紹介（出産・育児に伴い取得できる休暇等

の制度 、介護に伴い取得できる休業等の制度）

　（九州大学男女共同参画推進室ホームページ）

　〔出産・育児〕

http://danjyo.kyushu-u.ac.jp/info/index.php

　〔介護〕

http://danjyo.kyushu-u.ac.jp/systeminfo/index.

php

 ◆問合せ先
＊所属する部局の人事担当係

　ただし、有期教員等（有期教員、教員（年俸制）、

特定有期教員、有期契約職員、パートタイム職員な

ど）の休業期間については、子が1 歳に達するまで

の期間となります。なお、父母ともに育児休業を取

得する場合は1 歳2 月に達するまで、また、特別な

事情があるときには、子の1 歳の誕生日から１歳６

月に達するまで（子が1 歳6 か月の時点で特別な事

情があるときには、2 歳まで）の間の必要な期間休

業できる場合もあります。
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育児休業・介護休業

　職員は、子を養育するために育児休業を申し出る

ことができます。

　また、職員の家族で、負傷、疾病等により介護を

要する者がいる場合は、介護休業を申し出ることが

できます。

○育児休業
（１）子を養育するため、一定の要件を満たした場

合、申出により子が3歳に達するまでの期間休業

することができます。

（２）労使協定によって、次の職員が育児休業の取得

対象者から除外されます。

　①試用期間中の職員

②育児休業の申出の日から1年以内（有期教員等

において、子の1歳の誕生日から1歳6月に達

するまで及び1歳6か月の誕生日から2歳に達

するまで育児休業を申し出る場合については6

月以内）に退職することが明らかな職員

③1週間の勤務日数が2日以下の職員

（３）育児休業をすることを希望する職員は、原則と

して育児休業を開始しようとする日の1月前（有

期教員等において、子の1歳の誕生日から1歳6

月に達するまで及び子の1歳6か月の誕生日から

2歳に達するまで育児休業を申し出る場合につい

ては2週間前）までに本学所定の様式で申出をす

ることが必要です。

（４）育児休業の申出は、特別な事情がない限り、一

子につき1回（子の出生の日から起算して8週間を

経過する日の翌日までの期間内にした最初の育児

休業を除く）限りです。

（５）育児休業期間中の給与は、無給です。

○介護休業
（１）負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害に

より、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要

とする状態にある一定の範囲の家族等を介護する

ため、一定の要件を満たした場合、申出により、

原則として通算6月（有期教員等の場合は93日）

の範囲内で職員が申し出た期間休業することがで

きます。

（２）労使協定によって、次の職員が介護休業の取得

対象者から除外されます。

　①試用期間中の職員

②介護休業の申出の日から93日以内に退職する

ことが明らかな職員

　③1週間の勤務日数が2日以下の職員

（３）介護休業をすることを希望する職員は、原則と

して介護休業開始予定日の2週間前までに、本学

所定の様式で申出をすることが必要です。

（４）介護休業期間中の給与は、無給です。

○その他
＊育児のための部分休業

　子が小学校就学の始期に達するまで、一定の要

件を満たした場合、申出により1日の勤務時間の

一部について勤務しないことができます。部分休

業は、1日の勤務時間の始め又は終りにおいて、1

日を通じて2時間を超えない範囲内で、職員の託

児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間に

、しだた（。すまきで得取てしと位単を分03、ていつ

勤務時間、休暇等規程第19条第6号に規定する保

育時間を承認されている職員については、2時間

から保育時間を減じた時間となります。）なお、1

日の勤務時間が6時間以下の日については申し出

ることができません。

＊介護のための部分休業
　対象家族を介護するために、一定の要件を満た

した場合、申出により連続する3年（有期教員等

の場合は93日）の範囲内で1日の勤務時間の一部

について勤務しないことができます。部分休業は、

1日の勤務時間の始め又は終りにおいて、連続した

4時間の範囲内で、介護のために必要とされる時

間について、1時間を単位として取得できます。

なお、1日の勤務時間が6時間以下の日については

申し出ることができません。

＊育児のための部分休業及び介護のための部分休業

ともに、勤務しない1時間につき、勤務1時間当

たりの給与額を減額して給与が支給されます。

 ★もっと詳しく知るには
・国立大学法人九州大学就業通則

・国立大学法人九州大学職員育児・介護休業規程

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/

rule/rulebook/

＊制度の紹介（出産・育児に伴い取得できる休暇等

の制度 、介護に伴い取得できる休業等の制度）

　（九州大学男女共同参画推進室ホームページ）

　〔出産・育児〕

http://danjyo.kyushu-u.ac.jp/info/index.php

　〔介護〕

http://danjyo.kyushu-u.ac.jp/systeminfo/index.

php

 ◆問合せ先
＊所属する部局の人事担当係
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